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(57)【要約】
【課題】筐体内への土砂の侵入を適切に防止でき、かつ
、容易に施工できる量水器筐用土留め板を提供する。
【解決手段】量水器筐１の筐体４において給水管２が挿
通される開口部18を覆う量水器用土留め板６である。こ
の量水器用土留め板６は、開口部18の開口面積より大き
い板状体21を備える。この板状体21の略中央に、一方面
から他方面に貫通した挿通孔25を有し給水管２を挿通可
能な挿通部22を設ける。また、板状体21における少なく
とも挿通孔25の中心より下側に、筐体４の形状に追従す
るように変形可能な変形部23を設ける。さらに、板状体
21における筐体４側において挿通孔25の中心より上側に
、筐体４の一部に係合可能な係合部24を設ける。この係
合部24は、筐体４に対する係合位置を変更可能である。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　量水器筐の筐体において給水管が挿通される開口部を覆う量水器筐用土留め板であって
、
　前記開口部の開口面積より大きい板状体を備え、
　この板状体は、
　前記板状体の一方面から他方面に貫通した挿通孔を有し前記給水管を挿通可能な挿通部
と、
　前記板状体における少なくとも前記挿通孔の中心より下側に設けられ、前記筐体の形状
に追従するように変形可能な変形部と、
　前記板状体における前記筐体側において前記挿通孔の中心より上側に設けられ、前記筐
体の一部に係合可能な係合部とを有し、
　前記係合部は、前記筐体に対する係合位置を変更可能である
　ことを特徴とする量水器筐用土留め板。
【請求項２】
　変形部は、挿通孔の中心より下側に位置する下側変形部と、前記挿通孔の中心より上側
に位置する上側変形部とを有する
　ことを特徴とする請求項１記載の量水器筐用土留め板。
【請求項３】
　係合部は、板状体の上端部に設けられている
　ことを特徴とする請求項２記載の量水器筐用土留め板。
【請求項４】
　変形部は、板状体の一方面および他方面の少なくとも一方において、水平方向に延びる
ように形成された複数の溝部を有し、これら各溝部を起点に屈曲変形可能である
　ことを特徴とする請求項１ないし３いずれか一記載の量水器筐用土留め板。
【請求項５】
　内部に量水器が配設される筐体と、
　この筐体に開閉自在に取り付けられた蓋体と、
　請求項１ないし４いずれか一記載の量水器筐用土留め板とを具備し、
　前記筐体において互いに対向した一側部および他側部には、給水管を挿通可能な長円状
の開口部と、前記量水器筐用土留め板の係合部に係合可能な被係合部とを有し、
　前記量水器筐用土留め板の変形部は、前記筐体の一側部または他側部の形状に追従する
ように変形可能であり、
　前記係合部と前記被係合部とは、互いの係合位置を変更可能である
　ことを特徴とする量水器筐。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、量水器筐内への土砂の侵入を防止するための量水器筐用土留め板および量水
器筐に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、量水器に接続された給水管は、筐体の側面に設けられた開口部を通って量水器筐
の外部である地中へ延出されている。
【０００３】
　厚生労働省の「給水装置標準計画・施工方法」において、「３．２給水管の埋設深さ及
び占有位置」には、「給水管の埋設深さは、道路部分にあっては道路管理者の指示（通常
の場合は１．２ｍ以下にしないこと）に従うものとし、敷地部分にあっては０．３ｍ以上
を標準とすること。」との記載があり、「３．５水道メータの設置」には、「水道メータ
に当たっては、メータに表示されている流水方向の矢印を確認した上で、水平に取り付け
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ること。」との記載がある。
【０００４】
　各自治体では、これら給水管や水道メータの設置に関する基準に基づいて、量水器周り
の施工に関する指針等を定めているが、例えば量水器の検針等の都合から、筐体内におけ
る量水器の位置を０．３ｍよりも浅く設置する場合もある。
【０００５】
　また、このような場合には、地中において０．３ｍ以上の深さで埋設されている給水管
を、筐体近傍の前後（一次側および二次側）にて０．３ｍよりも浅く引き上げる配管構造
となる。
【０００６】
　また、傾斜した地面に量水器筐を設置する場合には、水道メータ（量水器）を水平に取
り付けなければならないことから、筐体に対して給水管が傾斜した状態で配管され、一次
側の給水管と二次側の給水管とで筐体内に導入される高さが異なってしまうことがある。
【０００７】
　そして、このような設置状況に基づく様々な配管構造に対応できるように、筐体の側面
に設けられた開口部は、上下方向に長い長円状で、その開口面積が給水管の断面積より大
きく形成されることが一般的である。
【０００８】
　しかしながら、長円状の開口部に給水管を挿通した場合には、開口部と給水管との間に
必ず隙間が生じてしまい、量水器筐を埋め戻す際に量水器筐周りの土砂が開口部と給水管
との隙間から筐体内に入り込んでしまうおそれがある。
【０００９】
　このような筐体内への土砂の侵入を防止するための手段としては、例えば特許文献１に
示されるように、給水管に挿嵌された土留め板によって開口部と給水管との隙間を覆う構
成や、取付具と開口部との間に挟まされた土砂流入防止フィルムを給水管に巻きつけるよ
うにして開口部と給水管との隙間を覆う構成等が知られている。
【００１０】
　また、特許文献２に示されるように、筐体の側面に取り付けられる土留め板によって、
開口部と給水管との隙間を覆うとともに、上側の筐体と底台とを連結する構成等も知られ
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】実開昭６１－１９８３６２号公報
【特許文献２】特開平５－２１４７４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、上述の特許文献１における土砂流入防止フィルムにより給水管を覆う構
成では、必要に応じてテープ等で固定すると記載されているものの、給水管に対する土砂
流入防止フィルムの密着具合が施工者によって変化したり、土砂流入防止フィルムが破損
したりする可能性があり、筐体への土砂の侵入を適切に防止できない可能性がある。
【００１３】
　また、特許文献１において従来技術として記載された構成では、給水管に土留め板を取
り付ける構成であるため、筐体に対して給水管を傾斜状に配管する場合には、筐体におけ
る開口部と土留め板との間に隙間が生じる可能性があり、量水器筐の埋設作業において土
留め板を支えながら施工する等のように、手間がかかってしまう。
【００１４】
　特許文献２の構成では、上側の筐体と底台とを土留め板によって連結する目的もあるた
め、設置状況に基づく配管構造の違い（筐体の開口部と給水管との位置関係の違い）に対



(4) JP 2019-138073 A 2019.8.22

10

20

30

40

50

応しにくく、筐体内への土砂の侵入を適切に防止できない可能性がある。
【００１５】
　本発明はこのような点に鑑みなされたもので、筐体内への土砂の侵入を適切に防止でき
、かつ、容易に施工できる量水器筐用土留め板および量水器筐を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　請求項１に記載された量水器筐用土留め板は、量水器筐の筐体において給水管が挿通さ
れる開口部を覆う量水器筐用土留め板であって、前記開口部の開口面積より大きい板状体
を備え、この板状体は、前記板状体の一方面から他方面に貫通した挿通孔を有し前記給水
管を挿通可能な挿通部と、前記板状体における少なくとも前記挿通孔の中心より下側に設
けられ、前記筐体の形状に追従するように変形可能な変形部と、前記板状体における前記
筐体側において前記挿通孔の中心より上側に設けられ、前記筐体の一部に係合可能な係合
部とを有し、前記係合部は、前記筐体に対する係合位置を変更可能であるものである。
【００１７】
　請求項２に記載された量水器筐用土留め板は、請求項１記載の量水器筐用土留め板にお
いて、変形部は、挿通孔の中心より下側に位置する下側変形部と、前記挿通孔の中心より
上側に位置する上側変形部とを有するものである。
【００１８】
　請求項３に記載された量水器筐用土留め板は、請求項２記載の量水器筐用土留め板にお
いて、係合部は、板状体の上端部に設けられているものである。
【００１９】
　請求項４に記載された量水器筐用土留め板は、請求項１ないし３いずれか一記載の量水
器筐用土留め板において、変形部は、板状体の一方面および他方面の少なくとも一方にお
いて、水平方向に延びるように形成された複数の溝部を有し、これら各溝部を起点に屈曲
変形可能であるものである。
【００２０】
　請求項５に記載された量水器筐は、内部に量水器が配設される筐体と、この筐体に開閉
自在に取り付けられた蓋体と、請求項１ないし４いずれか一記載の量水器筐用土留め板と
を具備し、前記筐体において互いに対向した一側部および他側部には、給水管を挿通可能
な長円状の開口部と、前記量水器筐用土留め板の係合部に係合可能な被係合部とを有し、
　前記量水器筐用土留め板の変形部は、前記筐体の一側部または他側部の形状に追従する
ように変形可能であり、前記係合部と前記被係合部とは、互いの係合位置を変更可能であ
るものである。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、少なくとも挿通孔の中心より下側に設けられた変形部と、板状体にお
いて挿通孔の中心より上側に設けられた係合部とを備え、この係合部が筐体に対する係合
位置を変更可能であるため、筐体内への土砂の侵入を適切に防止でき、かつ、容易に施工
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る量水器筐の構成を示す部分断面図である。
【図２】同上量水器筐における土留め板の構成を示す斜視図である。
【図３】同上量水器筐における土留め板の構成を示す平面図である。
【図４】同上量水器筐における土留め板の構成を示す側面図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係る量水器筐の構成を示す部分断面図である。
【図６】同上量水器筐における土留め板の構成を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
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　以下、本発明の第１の実施の形態の構成について図１ないし図４を参照しながら詳細に
説明する。
【００２４】
　図１において、１は量水器筐であり、この量水器筐１は、地中に埋設された給水管２に
接続される量水器３を設置するためのものである。
【００２５】
　量水器筐１は、内部に量水器３が配設される箱状の筐体４と、この筐体４に開閉自在に
取り付けられた蓋体５と、筐体４において給水管２が導入される互いに対向した一側部お
よび他側部に取り付けられた量水器用土留め板６とを備えている。
【００２６】
　筐体４は、上部本体11と、その上部本体11の下側に取り付けられた下部本体12とで上方
へ開口された箱状に構成されている。
【００２７】
　上部本体11は、上下方向に開口されており、開口された上端部には、蓋体５が回動自在
に取り付けられる取付部13が設けられている。
【００２８】
　この取付部13は、蓋体５を上方から挿入可能な挿入部14と、この挿入部14より内周の長
さが小さく挿入部14に挿入された蓋体５を係止可能な係止部15と、挿入部14の一部に設け
られ蓋体５を回動自在に軸支する図示しない軸支部とを有している。
【００２９】
　上部本体11における互いに対向した一側部および他側部の下端部には、その下端部から
上方へ略半長円状に開口された上側開口部16が形成されている。
【００３０】
　また、上部本体11における一側部および他側部には、図示しない複数の突起状のリブが
上下方向に沿って設けられている。これら複数のリブは、互いに水平方向に所定間隔で離
間して配置されている。
【００３１】
　下部本体12は、底部を有し上方に向けて開口された形状であり、量水器３を設置可能で
ある。
【００３２】
　また、下部本体12における開口された上端部は、上部本体11の開口された下端部に固定
して取り付けられる。
【００３３】
　下部本体12における互いに対向した一側部および他側部の上端部には、その上端部から
下方へ略半長円状に開口された下側開口部17が、上部本体11における上側開口部16に対応
する位置に形成されている。
【００３４】
　そして、上部本体11の下側に下部本体12が取り付けられることで、底部を有し上方へ開
口された箱状の筐体４が構成されるとともに、上側開口部16と下側開口部17とで給水管２
を挿通可能な開口部18が構成される。すなわち、開口部18は、筐体４における互いに対向
した一側部および他側部において、上下方向へ長い長円状に形成されており、その開口面
積は給水管２より大きく、給水管２の挿通位置を変更可能である。
【００３５】
　蓋体５は、平面視で略矩形状であり、その一辺に上部本体11の軸支部に回動可能に軸支
される図示しない被軸支部を有している。
【００３６】
　また、蓋体５の外周の一辺の長さは、上部本体11における挿入部14の対応する内周の一
辺の長さより短く、かつ、上部本体11における係止部15の内周の一辺の長さより長い。
【００３７】
　そして、量水器筐１は、蓋体５が被軸支部を中心に一方向へ回動されて、その蓋体５が
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、挿入部14内に挿入され、かつ、係止部15に係止された状態となることで、閉塞状態とな
る。
【００３８】
　また一方で、量水器筐１は、蓋体５が被軸支部を中心に他方向へ回動され、その蓋体５
における被軸支部とは反対側が挿入部14および係止部15から離間することで、開放状態と
なる。
【００３９】
　図２ないし図４に示すように、量水器用土留め板６は、筐体４の開口部18の開口面積よ
り大きい略矩形板状の板状体21を有している。この板状体21の略中央部には、給水管２を
挿通可能な挿通部22が設けられている。また、板状体21における挿通部22の中心より下側
には変形部23が設けられている。さらに、板状体21における挿通部22の中心より上側には
係合部24が設けられている。
【００４０】
　挿通部22は、板状体21の一方面から他方面に貫通した円形状の挿通孔25と、この挿通孔
25の周囲に設けられた挿通変形部26とを有している。
【００４１】
　挿通変形部26は、挿通孔25から放射状に配設された直線状の複数の直線切込部27と、挿
通孔25の外側において挿通孔25に沿って設けられた円形状の複数の円形溝部28と、挿通孔
25から下方に向けて設けられた配管通過部29とを有している。
【００４２】
　なお、直線切込部27は、板状体21の一方面から他方面に貫通している。一方、円形溝部
28は、板状体21を貫通していない。
【００４３】
　また、配管通過部29は、挿通孔25から鉛直方向に延び板状体21の下端まで到達するもの
であり、かつ、板状体21の一方面から他方面に貫通している。この配管通過部29は、例え
ば、給水管２の所定の方向から板状体21を当接させた状態で、板状体21を給水管２へ押し
付けるようにして配管通過部29に応力を加えることで当該部分が変形し、給水管２が挿通
孔25に挿通される。
【００４４】
　そして、挿通変形部26は、挿通孔25に挿通される給水管２の形状や大きさに応じて、直
線切込部27および円形溝部28に区切られた領域毎に屈曲するように変形可能である。
【００４５】
　変形部23は、水平方向に延びるように形成された直線状の複数の溝部31によって構成さ
れている。
【００４６】
　各溝部31は、板状体21の一方面側に凹状に形成された一方側溝部32と、板状体21の他方
面側に凹状に形成された他方側溝部33とで構成されている。
【００４７】
　そして、変形部23では、各溝部31によって区切られた領域が上下方向に隣接する溝部31
それぞれを起点に屈曲するように変形可能である。
【００４８】
　また、複数の溝部31のうち最も上側に位置する溝部31が挿通孔25の中心を通るように配
設されているため、板状体21では、その最も上側に位置する溝部31より下側の部分（挿通
孔25の中心より下側の部分）が屈曲変形可能である。
【００４９】
　係合部24は、板状体21における筐体４側の面である一方面において、挿通孔25の中心よ
り上側に設けられている。
【００５０】
　また、係合部24は、板状体21から略垂直に突出した第１の突出部34と、この第１の突出
部34の側面から水平方向に突出した第２の突出部35とを有している。
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【００５１】
　このような係合部24は、筐体４の上部本体11に設けられたリブのうちのいずれかに係合
可能である。すなわち、上部本体11に設けられたリブが被係合部となり、係合部24はリブ
の内側または外側に当接して係合可能であり、これらリブ（被係合部）と係合部24とで垂
直方向の係合面を構成する。
【００５２】
　また、係合部24は、被係合部に対する係合位置を変更可能である。すなわち、係合部24
と被係合部とで垂直な係合面を構成しているため、係合部24が被係合部であるリブに対し
てスライドするように、リブに対する係合部24の係合位置を垂直方向（上下方向）に適宜
変更できる。
【００５３】
　次に、上記第１の実施の形態の作用および効果を説明する。
【００５４】
　上記量水器筐１において、筐体４に量水器用土留め板６を装着する際には、まず、開口
部18を通って筐体４から導出されている給水管２を、量水器用土留め板６における配管通
過部29から挿通部22に挿通する。
【００５５】
　なお、挿通部22では、挿通孔25への給水管２の挿通に伴って挿通変形部26が適宜変形す
るため、挿通孔25と給水管２との間には隙間が生じにくい。
【００５６】
　挿通部22に給水管２を挿通した状態で、板状体21を筐体４側へ接近させ、係合部24と筐
体４における被係合部であるリブとを係合する。
【００５７】
　このように係合部24を被係合部に係合させることで、板状体21における挿通孔25より上
側の部分が筐体４に密着した状態を保持できる。
【００５８】
　また、筐体４の形状に追従するように変形部23を適宜変形させて、板状体21における挿
通部22の中心より下側の部分を筐体４に密着させる。
【００５９】
　そして、上記第１の実施の形態によれば、係合部24が筐体４のリブに対する係合位置を
変更可能であり、かつ、変形部23を筐体４の形状に追従させるように変形可能であること
により、例えば給水管２の埋設深さ基づく筐体４に対する給水管２の導入位置の違いや、
筐体４に対して傾斜状に給水管２が配管されている場合等のように、設置状況に基づく様
々な配管構造に対応できる。
【００６０】
　したがって、板状体21を筐体４の側面に密着させて開口部18と給水管２との隙間を覆う
ことができるとともに、板状体21における挿通孔25より上側の部分を筐体４にできるだけ
密着させた状態で保持して、板状体21と筐体４との隙間を最小限に抑えることができ、筐
体４内への土砂の侵入を量水器用土留め板６によって適切に防止できる。
【００６１】
　また、給水管２を挿通部22に挿通した状態にて、係合部24をリブに係合し、変形部23を
筐体４の形状に応じて屈曲変形させるだけで土留め板６を設置できるため、容易に施工で
きる。
【００６２】
　変形部23は、複数の溝部31によって構成されているため、簡単な加工で容易に形成でき
、製造しやすい。
【００６３】
　なお、上記第１の実施の形態では、筐体４は、上部本体11と下部本体12とで構成されて
いるが、このような構成には限定されず、内部に量水器３が配設可能な箱状の構成であれ
ばよい。
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【００６４】
　また、筐体４の側部にリブが設けられ、このリブが被係合部となる構成としたがこのよ
うな構成には限定されず、被係合部は、量水器用土留め板６の係合部24が係合可能な構成
であればよい。すなわち、既存の量水器筐の筐体としては、側部にリブが設けられている
ものが一般的であるため、そのリブを被係合部として利用する構成を記載したが、例えば
リブとは別体の被係合部が設けられた構成にしてもよい。さらに被係合部は、リブのよう
な突起ではなく、凹状の溝部にしてもよい。なお、この場合には、係合部24がその凹状の
被係合部に挿入されるようにして係合される。
【００６５】
　また、量水器用土留め板６における係合部24も、第１の突出部34と第２の突出部35とを
有する構成には限定されず、被係合部24に係合可能で、かつ、筐体４に対する係合位置（
被係合部に対する係合位置）を変更可能な構成であれば、その形状や位置や数を適宜選択
できる。
【００６６】
　変形部23は、水平方向に延びる複数の溝部31で構成されているが、このような構成には
限定されず、変形部23は、筐体４における開口部18が設けられた側部の形状に追従するよ
うに変形可能な構成であればよい。
【００６７】
　また、変形部23が溝部31によって構成されている場合には、その溝部31は、変形部23に
おいて周囲に比べて薄肉に形成されていれば良く、例えば、板状体21の一方面と他方面と
の両方に設けなくても良い。
【００６８】
　さらに、溝部31が板状体21における一方面および他方面の両方に設けられた場合には、
一方側溝部32と他方側溝部33とが対向する位置に設けられた構成には限定されず、一方側
溝部32と他方側溝部33とが上下方向にずれて両面において対向しない位置に設けられた構
成にしてもよい。
【００６９】
　また、変形部23は、板状体21における挿通孔25の中心より下側が変形可能である構成と
したが、少なくとも前記挿通孔の中心より下側が変形可能な構成であればよく、例えば、
板状体21全体が屈曲変形可能な構成や、以下の第２の実施の形態のような構成にしてもよ
い。
【００７０】
　本発明の第２の実施の形態を図５および図６を参照して説明する。なお、上記第１の実
施の形態と同一の構成及び作用については、同一符号を付してその説明を省略する。
【００７１】
　図５および図６に示すように、この第２の実施の形態は、上記第１の実施の形態に対し
て、変形部41が、挿通孔25の中心より下側に位置する下側変形部42と、挿通孔25の中心よ
り上側に位置する上側変形部43とを有している。また、係合部44が、板状体21の上端部に
設けられている。
【００７２】
　そして、図５に示すように、下側変形部42および上側変形部３の両方を筐体４の側部の
形状に追従するように屈曲変形させることで筐体４に密着させることができる。
【００７３】
　ここで、上側変形部43が設けられたことにより、板状体21における挿通孔25より上側の
部分の剛性が低下してしまい、量水器筐１を埋め戻す際の土砂が板状体21の上側から板状
体21と筐体４の側部との間に入り込みやすくなってしまう可能性が考えられる。
【００７４】
　そこで、板状体21の上端部に係合部44が設けられたことにより、板状体21における挿通
孔25より上側が変形可能な構成においても、係合部44を筐体４に係合することで板状体21
の上端部を筐体４に密着した状態で保持でき、より確実に筐体４内への土砂の浸入を防止
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【符号の説明】
【００７５】
　１　　量水器筐
　２　　給水管
　３　　量水器
　４　　筐体
　５　　蓋体
　６　　土留め板
　18　　開口部
　21　　板状体
　22　　挿通部
　23　　変形部
　24　　係合部
　25　　挿通孔
　31　　溝部
　41　　変形部
　42　　下側変形部
　43　　上側変形部
　44　　係合部

【図１】 【図２】

【図３】
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